
平成２５年 ５月１４日 

お知らせ 

資料提供先 鳥取県政記者会   

   鳥取市政記者クラブ 

   倉吉記者クラブ 

   米子市政記者クラブ 

 

平成２５年度鳥取県道路交通環境安全推進連絡会議 

を開催します 

 
鳥取県における安全で快適な交通環境の整備を推進を目的に鳥取県道路交通環境安全推

連絡会議を下記のとおり開催いたします。 

なお、道路利用者の意見を事故対策に反映できるよう、鳥取県トラック協会・鳥取県バス協会

（タクシー協会）・日本自動車連盟の方にアドバイザーとしてご参加頂きます。 

 

記 

 

１． 開催日時  平成２５年５月１６日（木） １０：００より 

２． 開催場所  国土交通省 鳥取河川国道事務所 １階第一会議室 

３． 議題（案）  ① 鳥取県における交通事故発生状況 

② 事故危険箇所について 

（H20 登録箇所の進捗状況・H25 新規登録箇所提示） 

③ 通学路点検の取組み状況について 

④ 事故ゼロプランの進捗状況について（H22 登録箇所の取組み状況） 

 

４． 委員及びアドバイザー  別紙 委員及びアドバイザー名簿 のとおり 

 

５．取  材   当日は傍聴席を設けております。なお、会議の傍聴は可能ですが、撮影は会

議冒頭前までとします。 

 

 

問い合わせ先 

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 ０８５７－２２－８４３５（代表） 

    副所長 井上
いのうえ

 和久
かずひさ

    【担当】 道路管理第二課長 岡本
おかもと

 伸城
の ぶ き

 

ホームページアドレス 【鳥取河川国道事務所】http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/ 

 



鳥取県道路交通環境安全推進連絡会議 

鳥取県交通安全アドバイザー会議 

 

日 時：平成２５年５月１６日（木） 

１０：００ ～ １２：００ 

場 所：国土交通省鳥取河川国道事務所 

 鳥取市田園町４―４００ 

 

      会 議 次 第（案） 

１．開 会 

 

２．あいさつ 

 

３．議 事 

（１）規約改正について 

 

（２）鳥取県における交通事故発生状況について 

 

（３）主要施策について 

  ①事故危険箇所の登録について（国、県） 

    平成２０年 登録箇所の取組み状況の報告 

    平成２５年 新規登録箇所（案）の提示 

 

  ②通学路点検の取組み状況の報告（国、県） 

 

  ③事故ゼロプランの取組み状況の報告（国） 

    平成２２年 登録箇所の取組み状況 

 

（４）その他 



委員 所属機関 所属先 役職名等

アドバイザー 鳥取大学　大学院　 工学研究科 教授

アドバイザー 一般社団法人　鳥取県トラック協会 専務理事

アドバイザー 一般社団法人  鳥取県バス協会 専務理事

アドバイザー 鳥取県ハイヤータクシー協会 専務理事

アドバイザー 一般社団法人　日本自動車連盟 鳥取支部 事務所長

委員 鳥取県警察本部 交通規制課 課長

委員 国土交通省鳥取河川国道事務所 事務所長

委員 国土交通省倉吉河川国道事務所 事務所長

委員 鳥取県県土整備部 道路企画課 課長

委員 西日本高速道路株式会社 米子管理事務所 事務所長

委員及びアドバイザー名簿



【参考】 H20事故危険箇所 位置図

国土交通省鳥取河川国道事務所

国土交通省倉吉河川国道事務所

鳥取県

国道9号新日野橋西交差点 国道９号溝川交差点

鳥取港線 鳥取市安長３２５－３

国道５３号太平通交差点

国道４３１号 米子市夜見町３００８

国道９号米子市東福原１丁目４番地

福頼市山伯耆大山停車場線 米子市八幡２５３－５

大山口停車場大山線 大山町大山２５

倉吉江府溝口線 江府町御机

【凡例】各道路管理別



【参考】通学路点検の取組み状況

○相次いで登下校中の児童生徒等が巻き込まれる交通事故が起きていることを踏まえ、通学路における
交通安全の確保を図るため、文部科学省、国土交通省、警察庁の連携の下、平成２４年７月下旬から
１０月中旬に学校、ＰＴＡ等による危険箇所調査に基づく緊急合同点検を実施しました。

○緊急合同点検の結果、対策必要箇所について平成２４年１１月末迄に対策案を策定、順次対策を実施し
ています。

◆実施事例：鳥取県八頭郡智頭町

学校・PTA等による危険箇所に基づき
関係者で緊急合同点検を実施

学校毎に対策案を策定の後、市町村で公表

対策を実施、安全確保

国道53号：智頭町土師穂見口
歩道整備及びバス停整備の実施

【対策前】

【対策後】

【智頭小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

国道５３号 智頭町土師
バス停がコーナー途中にあり、停
車中に追突の危険がある。

歩道整備、
バス停整備

国土交通省

国道３７３号 智頭町山形、大内
歩道がない箇所のため、通行の
際危険である。

歩道設置 鳥取県

国道５３号 智頭町那岐、真鹿野
峠道のためスピード出やすく見通
しも悪い

減速区画線の設置、
曲線部補助標識の設
置

国土交通省

町道関屋黒本線・上町本線 智頭町智頭 横断歩道がカーブで見通し悪い 交差点改良 智頭町

智頭町内通学路の対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】智頭町教育委員会、小学校、ＰＴＡ会長、区長、智頭町総務課、建設農林課、
                           国土交通省鳥取河川国道事務所、智頭警察署



 
 

 

 

 

 

安全で円滑な交通社会を実現するため、交通安全対策はとても重要な事業の一

つです。限られた予算のなか、交通事故対策の投資効率を最大限に高めるため、

国が管理する道路の事故危険区間を抽出して交通安全対策事業に取り組みます。 

直轄国道の事故の割合 
直轄国道は県管理の道路に比べても、管理延長当たりの事故件数が４倍と多い。 

  道路管理区分 管理延長(km) 事故件数
1km当たりの
事故件数

直轄国道　9号,29号,53号 250.0 2,341件 9.4 件/km

県管理の一般国道・県道 1,935.1 4,403件 2.3 件/km

（ITALDAデータ：H17～H20）

鳥取県内事故発生状況 
★発生件数1,952件 

★死者数37人 

★負傷者数2,476人 
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事故類型 

  鳥取県は、人口１０万人あたりの交通事故死者数が６．２人で全国

６位、車両台数１万台あたりの交通事故死者数は０．７３人で全国４

位と高い。 

また、高齢者の交通事故に占める割合は６２．２％(死者数３７人中

２３人)で、うち歩行中が４３．５％(２３人中 10 人)、運転中が４３．５％

(２３人中１０人)と高率です。 
※鳥取県警察本部Ｈ21年交通年鑑・政策評価報告書資料より 

交交通通事事故故をを減減少少ささせせるるたためめににはは、、対対策策内内容容ににつついいててのの効効果果のの検検証証がが必必要要でですす。。

実実施施ししたた対対策策がが最最適適ででああっったたかか、、今今後後もも継継続続ししてて事事故故デデーータタやや現現状状のの確確認認をを行行

いい、、対対策策のの追追加加、、見見直直ししななどど、、引引きき続続きき検検討討改改善善ししてていいくくここととがが重重要要ととななりりまますす。。  

よよっってて、、今今後後のの交交通通事事故故対対策策はは、、ＰＰＤＤＣＣＡＡののママネネジジメメンントトササイイククルルをを活活用用ししたた

効効率率的的かかつつ効効果果的的なな対対策策をを継継続続的的にに実実施施ししてて、、交交通通安安全全のの向向上上にに努努めめまますす。。 

お問い合わせ先 

・右折車による渋滞や追突事故が多発し、死
傷事故率が高く、4年で20件の事故が発生
していました（年平均5件）。 

・Ｈ20年12月に、右折レーンの設置、歩道
整備等の安全対策を実施し、渋滞や事故が軽
減され、21年の事故は3件で、従前の年平
均を40％減少しました。 

（評価事例） 
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1 年後の整備効果の評価

事故40％減少

過去４年平均 

(H16～H19) 

事
故
件
数 

完成後1年間 

(H21.1～H21.12) 

ＰＤＣＡサイクル 

交通事故を 

減らすために！ 

～対策の進め方～ 

ＰＰLAN 
計 画 

ＣＣＨＨECK 
評 価 

ＡＡCTION 
新たな行動 

ＤＤO 

実 行 

●事故の危険性が高い特定の区
間を抽出 

●事故原因に即した効果の高い

対策を立案 

●新たな(追加する)対策を行う 
●対策の評価を公表し、同様な
危険箇所への対策に生かす 

●道路・歩道の改善を行う 
●安全対策などハード・ソフトの
両面から対策を実施する 

●対策の効果を検証する 
●皆様の意見を参考にしながら、
更なる対策の必要性を評価する 

事故データ 

地域の声 等 

事故データ 

地域の声 等 

国土交通省中国地方整備局

鳥取河川国道事務所

道路管理第二課

〒680-0803 鳥取市田園町四丁目400番地

TEL:0857-22-8435    FAX:0857-29-1819

ホームページアドレス

　　http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/

国土交通省中国地方整備局

倉吉河川国道事務所

道路管理課

〒682-0018 倉吉市福庭町一丁目18番地

TEL:0858-26-6221    FAX:0858-26-6249

ホームページアドレス

　　http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/

対策前 

対策後 

対策事例 ： 国道９号 羽田井入口交差点
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事故危険区間の抽出 
鳥取県内の直轄国道の道路を単路部と交差点部に分類し、その中から以下の視点で事故危険区間を抽出しました。これをもと

に、地元・関係機関等との調整を図り、交通安全対策を検討していきます。 

※注記1：イタルダデータとは、(財)交通事故総合分析センターが作成している交通事故分析データのことです。 

※注記2：死傷事故率(件/億台km)とは、1kmの区間を1億台の自動車が走行したとき、その区間内で死傷事故が発生する割合をいいます。

※注記3：ヒヤリ･ハット指摘箇所とは、国道の利用者からの｢ヒヤリ、ハットした体験｣のアンケ－ト結果により抽出した箇所です。 

◎◎効効率率的的かかつつ効効果果的的なな交交通通事事故故対対策策のの実実施施にに向向けけてて、、鳥鳥取取県県内内のの事事故故危危険険区区間間をを選選定定ししままししたた。。  

事故危険区間 位置図 

 

※ 番号は路線の起点から 事故危険区間（代表区間）

※図中の番号は、一覧表の番号とリ

ンクしています。

Step3：事故危険区間の選定 

①事故危険区間（右表参照） 
・各区間については，顕在的要因となる｢死傷

事故件数、死亡事故の有無、及び死傷事故

率」からの優先度と潜在的要因となる「地

元や警察からの要望、ヒヤリ・ハット指摘

箇所、及び通学路指定」の有無から優先度

を判定し、代表箇所として５2 区間を選定

しました。 

Step2：整合性の視点 
①他事業の実施状況によって経過観

察のため選定から除外した区間 
・既に交通事故対策が完了している区間 

(H18 年～H2１年) 

・現時点で事業中の区間（H22.１２現在）

Step1：事故危険区間抽出の視点 
①事故データによる抽出(H17 年～20 年) 
   イタルダデータ（H17～２０）より※注記1 

・死傷事故率１００件/億台キロ 以上※注記2 

②地域の要望による抽出 
 ・地元要望箇所 

・警察要望箇所 

③ヒヤリ・ハット指摘箇所※注記3 

選定の視点(凡例) 

B.：地元、警察からの要望 

A.：死傷事故率100 件/億台キロ以上

C.：地域からのヒヤリ・ハット指摘 

D：.死亡事故 

E.：通学路




